
 
 
 
 

 

 健康福祉総合センター「ふれあい」前に、滑り⽌
め⽤の砂を袋に⼩分けして⽤意しております。 
 ご⾃宅の⽞関前などつるつる路⾯に散布すること
により滑り⽌めになりますので、お持ち帰り頂き、
ご利⽤下さい。 
※お⼀⼈様２袋まで 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ  ☎３５－２１２０ 
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季節性インフルエンザワクチン接種について、下記の通り期間を延⻑いたします。接種を希
望される⽅は直接医療機関へお問合せの上、受診してください。 
 
■接種期間  令和４年１⽉３１⽇（⽉）まで 
 
■場  所  管内２１医療機関  

詳しくは１０⽉７⽇区⻑発送「季節性インフルエンザ予防接種のお知らせ」 
または、沼⽥町ホームページをご覧ください。 

       ワクチンの在庫がない医療機関もありますので、必ず事前に医療機関へお問 
合せください。 

 
■対象者及び接種料 

対   象   者 接 種 料
・⽣後６カ⽉から⾼校⽣相当の年齢までの⽅ 無 料
・接種⽇に１９歳から６５歳未満の⽅ 1,000 円
・接種⽇に満６５歳以上の⽅ 無 料
・町⺠税⾮課税世帯及び⽣活保護世帯に属する⽅ 

（事前に申請が必要です） 無  料 
 
■持 ち 物  ①健康保険証 

②⺟⼦健康⼿帳（⾼校⽣以下） 
        
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

キップ・定期券は、 

ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください 
祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40 で販売中です。 
※不在となる場合もございますのでご確認願います。 

 ■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５-２２１０ 

インフルエンザワクチン接種期間の延長について 

福祉灯油の助成について 

町では、⾼齢者等の暖房に係る経費の負担軽減を図る観点から、福祉灯油代の助成を実施い
たします。 
■助成内容  令和３年１２⽉１⽇現在の灯油単価（１１４円／㍑）を基準として、灯油 

１００リットル相当額を⼀括で⽀給します。 
■申請期間  令和３年１２⽉２７⽇（⽉）から令和４年３⽉１１⽇（⾦）まで 
■申請⽅法  以下の要件を満たす⽅は、印鑑と振込⼝座の預⾦通帳を持参の上、保健福祉課

で申請して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■お問い合わせ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０

※１２⽉１⽇（基準⽇）現在、町に居住している世帯（⼊院者を除く） 
●『６５歳以上の⽅で構成される世帯で、７０歳以上の⽅が１名以上いる世帯』 
●『７０歳以上の独居世帯』 
●『⾝障⼿帳１・２級所持者の収⼊で⽣計を営んでいる世帯』 
●『義務教育期間終了前のお⼦さんを養育している⺟⼦・⽗⼦世帯』 
●『義務教育期間終了前のお⼦さんを養育している⺟⼦・⽗⼦世帯で、同居する親

族すべてが６５歳以上で、世帯員の中に７０歳以上の⽅が１名以上いる世帯』 
●『⽣活保護法による被保護世帯』 
 ※年齢要件は、令和４年３⽉３１⽇現在の年齢とします。 

『町民税非課税世帯』又は『町民税均等割課税世帯』で 
次のいずれかに該当する世帯です。 

対象 
世帯

つるつる路面に滑り止め用『砂』をご利用ください 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の税控除対象者認定書の交付について 

 本⼈、または被扶養者が障害者である場合、確定申告等により所得税や町道⺠税の所得控
除を受けることができます。また、⾝体障害者⼿帳や療育⼿帳などの交付を受けていない⽅
でも、６５歳以上の⽅で障害の程度が障害者に準じており、市町村⻑が認定した場合に障害
者控除の対象となります。 
 沼⽥町では、６５歳以上の町⺠で、次のすべての要件を満たす⽅に、令和３年確定申告時
に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発⾏いたしますので、申請をされる⽅は保健福
祉課福祉グループまでお越しください。 
 
■対象要件 
（１）沼⽥町に住所がある６５歳以上で、要介護認定を受けている⽅ 
（２）⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳等の交付を受けていない⽅ 
（３）主治医の意⾒により、⽇常⽣活⾃⽴度の判定が⼀定基準の⽅ 
   ※基準⽇︓令和３年１２⽉３１⽇ 
■必要書類 
（１）障害者控除対象者申請書 
（２）障害者控除対象者認定⽤診断書 
   ※書類は保健福祉課において配布しています。 
 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 「メールぬまた」は⾮常災害など緊急事態の情報を携帯電話で受信できるサービスです。
登録がお済みでない⽅は、随時受付しておりますので下記のとおり登録をお願いします。 
 
1．numata_info-1@req.jp へ本⽂、件名を空⽩にして送信してください。 

(ＱＲコード対応機種をお持ちの⽅は、右のコードをお読み取りください)  
2．送信後に送られてくる登録⼿続きご案内のＵＲＬをクリックしてください。 
3．登録画⾯にて必要事項を⼊⼒し、送信してください。 

〔ご登録ありがとうございます〕というメールが届けば登録完了です。 
※登録されている⽅で機種を変更した場合やメールアドレスが 

変わった場合、迷惑メール防⽌設定をしていると受信できない 
場合がありますので、設定をご確認ください。また、ご不明な 
点がございましたら下記までお問合せください。 

 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

メール沼田の登録受付中です！ 

 沼⽥町では求職者と求⼈者をつなぐために、無料職業紹介所 
「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。 

 
ぬまわーくサポートデスク https://numasapo-desk.com/ 
■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５ 

 雪による事故・被害に注意しましょう 

いよいよ雪の降る季節を迎えました。降雪・積雪による事故や被害を未然に防ぐため、次
の事項に注意するよう⼼がけましょう。 
 
■屋根の雪下しをする際は︕ 
（１）複数で実施︕   ⇒ １⼈で⾏う場合は家族や近所の⽅に必ず声をかけましょう。 
（２）すべり⽌め︕   ⇒ 靴やはしごにすべり⽌めをつける等の⼯夫をしましょう。 
（３）命綱をつけて︕   ⇒ ⾯倒でも、転落防⽌のために命綱をつけましょう。 
（４）周囲も確認︕   ⇒ 下を歩く通⾏⼈や⼦供などに注意しましょう。 
（５）油断は禁物︕   ⇒ 低い屋根でも油断せず、建物の周りに雪を残して雪下ろしを

しましょう。 
（６）晴れの⽇ほど注意︕⇒ 屋根の雪がゆるんでいるので注意しましょう。 
（７）携帯電話を持参︕ ⇒ 万⼀に備え、作業のときは携帯電話を持参しましょう。 
 
■除雪機を使⽤する際は︕ 
（１）服装に注意︕   ⇒ 機械に巻き込まれないように注意しましょう。 
（２）エンジンに注意︕ ⇒ 雪詰まり時などは、必ずエンジンを停⽌してから取り除きま

しょう。 
（３）周囲も確認︕   ⇒ 通⾏⼈や⾞など、周囲を確認して⾏いましょう。 
（４）こまめなお⼿⼊れ︕⇒ 除雪道具はこまめに⼿⼊れ、点検をしましょう。 
 
■気を付けて︕冬道運転 
 雪道はすべりやすくなります。運転には次のことを⼼がけましょう。 
（１）夏場より減速︕  ⇒ 夏場に⽐べて１０キロ以上スピードダウンを。 
（２）⾞間距離を⼗分に︕⇒ ⾛⾏中は⼗分な⾞間距離を。 
（３）追い越し注意︕  ⇒ 無理な追い越しは絶対しない︕ 
（４）「急」はダメ︕  ⇒ 急加速・急ハンドル・急ブレーキなど、「急」の付く操作
      は危険です。 
※暴⾵雪などが予想されるときは、外出をひかえましょう。また、普段からテレビなどで 

天気予報のチェックをしておきましょう。 
 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

 



 
 
 
 

 
沼⽥町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。 

 ぜひ⼀度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。 
   

移住定住情報公式サイト  https://teiju.com/ 
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慌ただしい年の瀬を迎え、ちょっとした不注意による⽕災やその他災害の発⽣が危惧され、
これらの災害を予防・警戒し、住⺠⽣活の安全のため歳末特別警戒を実施します。 
 
■強化実施期間 
 令和３年１２⽉２５⽇（⼟）〜３１⽇（⾦）まで 
 
■重点項⽬ 
 
 （１）⽕災予防広報及び⼈命安全対策の普及 
 （２）消防隊の出動体制の強化 
 （３）消防機械器具の整備点検及び消防⽔利の確保 
 

沼⽥⽀署・沼⽥消防団で強化期間中、次の活動を実施しますので、皆様のご協⼒をお願い 
いたします。 

 
① 消防団員による夜間詰所勤務 

１２⽉２５⽇（⼟）〜３０⽇（⽊）午後８時〜午後１０時 
 

② 消防団員による夜間警戒パトロール 
沼⽥町全域を⾞両巡回 

 
■お問合せ 深川地区消防組合沼⽥⽀署 予防係 ☎３５－２０５０ 

歳末特別警戒（強化期間）が始まります 

年末年始の各施設の業務日程のご案内 

○→通常業務     →お休みです  

 

令和３年１２⽉ 平成４年１⽉

27(⽉) 28(⽕) 29(⽔) 30(⽊) 31(⾦) 1(⼟) 2(⽇) 3(⽉) 4(⽕) 5(⽔) 6(⽊) 

役 場 
○ ○ ○ 

8︓45 
~12:15       ○ 

※役場の業務については休⽇中、⽇直（警備員）が対応致します。緊急等必要に応じ、
職員が対応致します。

ゆめっくる 9︓00 
~21:00

9︓00 
~21:00

9︓00 
~21:00        9︓00 

~21:00 

図書館 10︓30
~18:30

10︓30
~18:30

10︓30
~18:30        10︓30 

~18:30 

町⺠会館 9︓00 
~21:00

9︓00 
~21:00

9︓00 

~21:00
※なお、開館⽇でも使⽤予約が無い場合は

17︓00 で閉館します。    
9︓00 

~21:00 

町⺠体育館 9︓00 
~21:00

9︓00 
~21:00

9︓00 

~21:00
       

9︓00 

~21:00 

⾼穂スキー場
10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00 
~16:00 

10︓00 
~15:00 
※⾷堂
は休業 

  10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00 
~16:00 

暮らしの 
あんしん 
センター

8︓30 
~20:00

8︓30 
~20:00

8︓30 
~20:00

8︓30 
~17:00     

9︓00 
~17:00

9︓00 
~17:00

8︓30 
~20:00 

トレーニン

グルーム

 9︓00
~20:00

9︓00 
~20:00

 9︓00
~20:00

9︓00 
~17:00     

9︓00 
~17:00

9︓00 
~17:00

9︓00 
~20:00 

なかみち

カフェ 

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00

10︓00
~16:00        

10︓00 
~16:00 

沼⽥厚⽣ 
クリニック

［受付］午前 8︓30〜午前 11︓30／午後 1︓15〜午後 4︓15 

○ ○ ○      ○ ○ ○ 

乗合タクシー ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ 

町営バス

◆幌新線 
1 便 
運休 

1 便 
運休 

1 便 
運休 

1 便 
運休 

1 便 
運休 

全便 
運休 

1・5 便 
運休 

1・5 便
運休 

1 便 
運休 

1 便 
運休 

1 便 
運休 

◆東予線
全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

全便 
運休 

ゴミ処理場
◆北空知衛⽣センター（深川市） 電話 23－3584  9︓00〜17︓00

○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ 

 



 
 
 
 

■新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ予防 
「⼿洗いの励⾏」、「マスクの着⽤」、「咳エチケット」、「３密を避ける」等の感染予防、
及び免疫⼒を⾼めるため「⼗分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた⾷事」を⼼がけ 
るようお願いします。 

■スマートフォン  
SNS のトラブルや事件が増加しています。スマホの使い過ぎによる⾝体的、精神⾯での影 

響も指摘されています。ご家庭で⼦ども達とスマホやゲームについて話し合うことが⼤切で 
す。 

■冬型の事故 
この時期は雪も多く、⾒通しの悪い所がたくさんあり、交通事故や落雪事故など、ご家庭

や地域の皆さんで⼦ども達が事故にあわないよう注意や指導をお願い致します。 
■あいさつ運動 

 家族、友⼈、⾝近な⼈、地域の皆さんと「笑顔で気持ちよくあいさつを交わす」ことがで
きる沼⽥っ⼦を⽬指しています。ご協⼒をお願い致します。 

 

■お問合せ 沼⽥町教育委員会 学務グループ ☎３５－２１３２ 

■⾃衛官候補⽣ 
 ・資  格 ⽇本国籍を有し、令和４年４⽉１⽇現在、１８歳以上３３歳未満の男⼥ 

・受付期間 令和４年１⽉１１⽇（⽕）まで ※現在受付中 
・試験期⽇ 令和４年１⽉１６⽇（⽇）〜１７⽇（⽉）のうちどちらか１⽇ 
・試験会場 陸上⾃衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 

■そ の 他 新型コロナウイルスの状況により、延期となる場合があります。 
 
■お問合せ ⾃衛隊旭川地⽅協⼒本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 
      総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

 
冬休みが始まります。町民・保護者の皆様へお願い 

沼⽥町教育委員会及び沼⽥町⽣徒指導委員会では、⼦どもたちの健やかな成⻑を願い、楽し 
く充実した冬休みを過ごすため、町⺠皆さんの温かいサポートをお願い致します。

令和４・５年度「国有林モニター」の募集について 

北海道森林管理局では、国⺠の皆様に国有林の役割や現状等をご理解頂くとともに、国⺠
の幅広い意⾒を把握し、国有林野の管理経営に役⽴てることを⽬的に、令和４・５年度の
「国有林モニター」を下記のとおり募集します。 
■募集⼈数 ４８名 
■依頼期間 令和４年４⽉から令和６年３⽉まで（２年間） 
■依頼内容 
 ・国有林や森林・林業に関するアンケート調査への回答 
 ・モニター会議（国有林の役割や現状等説明と意⾒交換、年１回）への出席 

・現地⾒学会（国有林の作業現場の⾒学や体験、徒歩移動あり、年 1 回）への参加 
■応募資格 

北海道にお住まいで、国有林に関⼼のある満１８歳以上（令和４年 4 ⽉ 1 ⽇時点）の⽅。
※国会及び地⽅議会の議員、地⽅公共団体の⻑、常勤の国家公務員、林野庁ＯＢ及び森林・

林業担当の⾃治体職員は除きます。 
■応募期限 令和４年２⽉１８⽇（⾦）（必着） 
■応募⽅法 
  以下の必要事項をご記⼊の上、郵送・FAX・メールのいずれかの⽅法でご応募ください。

(1)⽒名（ふりがな）、(2)性別、(3)住所、(4)郵便番号、(5)年齢、（令和４年４⽉１⽇現
在）、(6)職業、(7)電話番号、(8)メールアドレス（お持ちの⽅のみ）、(9)国有林モニタ
ーを知ったきっかけ（町の広報誌など）、(10)応募理由（１００字程度） 
※応募いただいた個⼈情報は、国有林モニターに関する⽬的以外には使⽤いたしません。 

■選考結果 
 ・国有林モニターに選ばれた⽅には、令和４年 3 ⽉末までに依頼状の発送をもってお知ら

せします。 
・選考内容に関する情報は⾮公開とさせていただきます。 

■そ の 他 
 ・国有林モニターは無報酬ですが、会議、⾒学会の旅費・宿泊費については、国家公務員

の旅費規程等に基づく額を⽀給いたします。 
 ・アンケートの回答、⾒学会等の様⼦はホームページや広報誌等で公表することがありま

す。 
 ・林野庁や森林管理局の広報資料などを定期的にお送りします。 
 ・個々のご意⾒、ご要望に対して個別に回答することはいたしませんので、あらかじめご

了承ください。 
■応募・お問合せ 
 〒064-8537 札幌市中央区宮の森３条７丁⽬７０番 

林野庁 北海道森林管理局 企画課 国有林モニター担当 
       ☎ 011-622-5228 FAX 011-622-5194 メール h_kikaku@maff.go.jp 

農業推進課 ☎３５－２１１４

  冬 休 み 期 間 外 出 時 間 

認定こども園 
（１号認定） 12 ⽉ 25 ⽇（⼟） 

から 
1 ⽉１7 ⽇（⽉） 

 ・暗くなる前に⾃宅に帰り
ましょう 
・左記の時間以降は、原
則、保護者同伴をお願いし
ます。 

沼⽥学園 

⼩学校 午後４時まで 

中学校 午後６時まで 

◎学園閉庁⽇ １２⽉２９⽇（⽔）〜１⽉３⽇（⽉） 
 この期間の⼩・中学校の緊急連絡先は教育委員会 ☎35-2132 

令和３年度自衛官募集案内 



 
 
 
 

国のサーバー回線停⽌により、年末の役場窓⼝でのマイナンバーカード⼿続きができな
くなります。また、携帯でのマイナンバーカードオンライン申請も利⽤できなくなります
のでお知らせいたします。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします。 

 
■役場窓⼝でマイナンバーカード⼿続きができない期間 

・令和３年１２⽉２９⽇（⽔）〜１２⽉３０⽇（⽊）まで 
■携帯でのマイナンバーカードオンライン申請利⽤ができない期間 
     ・令和３年１２⽉２９⽇（⽔）〜令和４年１⽉３⽇（⽉）まで 
 ※ご不明な点につきましては、下記までお問合せください。 
 
■お問合せ 住⺠⽣活課 窓⼝グループ ☎３５－２１１５
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 １２⽉２３⽇から１⽉２０⽇までの⾏事予定 
⾏ 事 名        時 間   場 所 

１２⽉２３⽇（⽊） 歳末⼤売り出し抽選会（〜２４⽇まで） 
９︓００〜 まちなかほっとタウン

⼼配ごと相談       １３︓００〜 ふれあい 
２５⽇（⼟） 明⽇萌駅冬フェスタ（〜２６⽇まで） 

                       １０︓３０〜 恵⽐島駅 
   ２7 ⽇（⽉） 脳トレ教室        １０︓００〜 ふれあい 
   ２８⽇（⽕） ⾼齢者サロン       １０︓００〜 緑町コミセン 
          エキノコックス症検診   １３︓１５〜 厚⽣クリニック 
  

１⽉ ２⽇（⽇） 新春福引抽選会      １０︓００〜 観光情報プラザ 
          新春みかんまき      １１︓００〜   〃 
    ８⽇（⼟） 沼⽥消防出初式      １４︓００〜 役場駐⾞場 
    ９⽇（⽇） 成⼈式          １５︓００〜 ゆめっくる 
   １８⽇（⽕） ⾼齢者サロン       １０︓００〜 旭町コミセン 
          ⽉例⾏政相談所      １２︓００〜 町⺠会館 
   １９⽇（⽔） 乳児相談会        １０︓００〜 ふれあい 
  

※新型コロナウイルス感染予防のため中⽌、延期される場合がございます。

年末年始のマイナンバーカードに関する手続きについて 



 
 
 
 

 

◆１２⽉２６⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…しらかば⻭科（新⼗津川町） 電話 0125-76-4181 

◆１２⽉２９⽇（⽔曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…渋⾕⻭科医院（滝川市） 電話 0125-22-1737※診療時間 9︓00〜13︓00 

※なお、この⽇⻭科医院によっては通常診療している医院もありますので、 
それぞれお問合せ下さい。 

◆１２⽉３０⽇（⽊曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…秩⽗別⻭科診療所 電話 33-2420※診療時間 9︓00〜13︓00 

◆１２⽉３１⽇（⾦曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…伊東⻭科医院（深川市） 電話 23-5501※診療時間 9︓00〜13︓00 

◆１⽉１⽇（⼟曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…きたじま⻭科クリニック 電話 26-8881※診療時間 9︓00〜13︓00 

◆１⽉２⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…伊東⻭科医院（深川市） 電話 23-5501※診療時間 9︓00〜13︓00 

◆１⽉３⽇（⽉曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…⽊村きよし⻭科（深川市）電話 23-3886※診療時間 9︓00〜13︓00 

◆１⽉９⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…みなみ⻭科医院（滝川市） 電話 0125-24-3734 

◆１⽉１０⽇（⽉曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…たなか⻭科医院（深川市） 電話 23-5545 

◆１⽉１６⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院（担当医︓児島医院 院⻑ 児島俊⼀） 電話 22-1101 
⻭科系…押尾⻭科医院（砂川市） 電話 0125-52-2811 

◆１⽉２３⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院（担当医︓津⽥こどもクリニック院⻑ 津⽥ 尚也） 

 電話 22-1101 
⻭科系…杉澤⻭科クリニック（妹背⽜町） 電話 32-2832 

◆１⽉３０⽇（⽇曜⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院 電話 22-1101 
⻭科系…Ｅデンタルクリニック（滝川市） 電話 0125-24-9469 

日曜・祝日当番医のお知らせ 


